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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成25年7月18日(2013.7.18)

【公開番号】特開2011-257695(P2011-257695A)
【公開日】平成23年12月22日(2011.12.22)
【年通号数】公開・登録公報2011-051
【出願番号】特願2010-134018(P2010-134018)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ   5/18     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ   3/08     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ   5/18    　　　　
   Ｇ０２Ｂ   3/08    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成25年5月31日(2013.5.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに異なる材料からなる第１の回折格子と第２の回折格子とが積層された、回折光学
素子であって、
　前記第１の回折格子の格子壁面と前記第２の回折格子の格子壁面との境界面に配置され
、前記第１の回折格子および前記第２の回折格子の材料とは異なる、使用波長帯域の光に
対して透明な材料からなる単層または多層で構成された薄膜を有し、
　前記第１の回折格子の材料のｄ線に対する屈折率をｎｄ１、前記第２の回折格子の材料
のｄ線に対する屈折率をｎｄ２、前記薄膜の一層を構成する材料のｄ線に対する最小の屈
折率をｎｄ３、前記薄膜の全体の厚さをｗ、前記回折光学素子の格子ピッチをＰ、とする
時、以下の式を満たすことを特徴とする回折光学素子。
　　　　ｎｄ１＜ｎｄ２
　　　　０．１５＜ｎｄ２－ｎｄ３＜０．８０
　　　　１［μｍ］／｛１００×（ｎｄ２－ｎｄ３）｝ ＜ ｗ［μｍ］ ＜ ０．０５×Ｐ
［μｍ］
【請求項２】
　以下の式を満たすことを特徴とする請求項１に記載の回折光学素子。 
       ０ ＜ ｎｄ２－ｎｄ１ ＜ ０．２２３
【請求項３】
　前記薄膜は、前記第１の回折格子の格子壁面と前記第２の回折格子の格子壁面との境界
面にのみ設けられていることを特徴とする請求項１または２に記載の回折光学素子。
【請求項４】
　前記薄膜は、前記境界面における位置によって厚さが異なることを特徴とする請求項１
～３のうちいずれか一項に記載の回折光学素子。
【請求項５】
　前記薄膜は、前記第１の回折格子の格子壁面と前記第２の回折格子の格子壁面との境界
面、および前記第１の回折格子の格子面と前記第２の回折格子の格子面との境界面に連続
して設けられていることを特徴とする請求項１～４のうちいずれか一項に記載の回折光学
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素子。
【請求項６】
　以下の式を満たすことを特徴とする請求項５に記載の回折光学素子。
       ｎｄ２－ｎｄ３ ＜ ０．２２３
【請求項７】
　以下の式を満たすことを特徴とする請求項１～６のうちいずれか一項に記載の回折光学
素子。
       ｎｄ１ ＞ ｎｄ３
【請求項８】
　前記薄膜は、互いに異なる屈折率を有する複数の層を含み、該複数の層において屈折率
の低い層の厚さは屈折率の高い層の厚さよりも物理的に厚いことを特徴とする請求項１～
７のうちいずれか一項に記載の回折光学素子。
【請求項９】
　前記薄膜の最小の屈折率を有する層の材料はＭｇＦ２であることを特徴とする請求項１
～８のうちいずれか一項に記載の回折光学素子。
【請求項１０】
　前記薄膜はＴｉＯ２からなる層を含むことを特徴とする請求項９に記載の回折光学素子
。
【請求項１１】
　前記薄膜は空気層であることを特徴とする請求項１～７のうちいずれか一項に記載の回
折光学素子。
【請求項１２】
　光軸に近い輪帯ほど格子ピッチが大きいことを特徴とする請求項１～１１のうちいずれ
か一項に記載の回折光学素子。
【請求項１３】
　前記第１の回折格子はＩＴＯ微粒子を混合させたフッ素アクリル系紫外線硬化樹脂から
なり、前記第２の回折格子はＺｒＯ２微粒子を混合させたアクリル系紫外線硬化樹脂から
なることを特徴とする請求項１～１２のうちいずれか一項に記載の回折光学素子。
【請求項１４】
　請求項１～１３のうちいずれか一項に記載の回折光学素子と、
　前記回折光学素子の後側に配置された絞りと、を有することを特徴とする光学系。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の光学系を有することを特徴とする光学機器。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明の回折光学素子は、互いに異なる材料からなる第１の回折格子と第２の回折格子
とが積層された、回折光学素子であって、前記第１の回折格子の格子壁面と前記第２の回
折格子の格子壁面との境界面に配置され、前記第１の回折格子および前記第２の回折格子
の材料とは異なる、使用波長帯域の光に対して透明な材料からなる単層または多層で構成
された薄膜を有し、前記第１の回折格子の材料のｄ線に対する屈折率をｎｄ１、前記第２
の回折格子の材料のｄ線に対する屈折率をｎｄ２、前記薄膜の一層を構成する材料のｄ線
に対する最小の屈折率をｎｄ３、前記薄膜の全体の厚さをｗ、前記回折光学素子の格子ピ
ッチをＰ、とする時、以下の式を満たすことを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　　　　ｎｄ１＜ｎｄ２
　　　　０．１５＜ｎｄ２－ｎｄ３＜０．８０
　　　　１［μｍ］／｛１００×（ｎｄ２－ｎｄ３）｝ ＜ ｗ［μｍ］ ＜ ０．０５×Ｐ
［μｍ］
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６４】
　また、次の関係式は、第１の値を１００倍して１［μｍ］を割った値よりも薄膜２０の
積層面に垂直な方向の厚さｗ［μｍ］は大きく０．０５×Ｐ［μｍ］よりも小さいことを
意味している。ここで、Ｐは格子ピッチである。本実施例では、ｗは０．２μｍ、１／｛
１００・（ｎｄ２－ｎｄ３）｝＝０．０５３［μｍ］であり、これを満足している。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６５】
【数１】

【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７８】
　本実施例でも、０．１５＜ｎｄ２－ｎｄ３＝０．１８７＜０．８０であり、０．０５３
μｍ＜０．６μｍ＜０.０５×Ｐ＝５．０μｍであるから、数式１を満足している。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８１】

【数２】
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